
 

令和２年９月号 №535 

のうぎょうだよりは八戸市農業

委員会のほか、市内農協各支店

でも配布しています。 

また、インターネットではフル

カラーでご覧いただけます。 

○八戸市ホームページ 

http://www.city.hachinohe.

aomori.jp/ 

 

 

 

 
のうぎょうだより 

  

７
月
14
日
の
任
期
満
了
を
も
っ
て
、

農
業
委
員
１
名
、
農
地
利
用
最
適
化
推
進

委
員
４
名
が
退
任
さ
れ
ま
し
た
。 

山
内
光
興
前
委
員
は
、
農
業
委
員
を

36
年
間
務
め
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
そ
の

間
、
約
10
年
に
わ
た
り
会
長
を
務
め
ら

れ
ま
し
た
。 

清
川
新
一
前
委
員
は
、
農
業
委
員
を

12
年
間
、
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

を
３
年
間
務
め
ら
れ
ま
し
た
。
荒
川
喜
一

郎
前
委
員
は
、
農
業
委
員
を
９
年
間
、
農

地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
を
３
年
間
務

め
ら
れ
ま
し
た
。
髙
橋
勝
男
前
委
員
は
、

農
業
委
員
を
３
年
間
、
農
地
利
用
最
適
化

推
進
委
員
を
３
年
間
務
め
ら
れ
ま
し
た
。

松
倉
賢
六
前
委
員
は
、
農
地
利
用
最
適
化

推
進
委
員
を
３
年
間
務
め
ら
れ
ま
し
た
。 

長
い
間
、
本
市
の
農
業
振
興
に
ご
尽
力

い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。 

          

    

八
戸
市
農
業
委
員
会
は
、
７
月
15
日
に
八

戸
市
庁
に
お
い
て
総
会
を
開
催
し
ま
し
た
。総

会
で
は
、
委
員
辞
令
交
付
式
が
行
わ
れ
、
新
た

に
任
命
さ
れ
た
19
名
の
農
業
委
員
に
、
市
長

（
大
平
副
市
長 

代
理
出
席
）か
ら
辞
令
が
交

付
さ
れ
ま
し
た
。 

続
い
て
、会
長
及
び
会
長
職
務
代
理
者
の
互

選
が
行
わ
れ
、
会
長
に
籠
田
悦
子
氏
が
、
会
長

職
務
代
理
者
に
馬
場
豊
氏
が
選
出
さ
れ
ま
し

た
。 そ

の
後
、農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
が
地

区
ご
と
に
選
任
さ
れ
、市
川
・
下
長
地
区
４
名
、

上
長
・
豊
崎
地
区
４
名
、館
・
是
川
地
区
４
名
、

大
館
・
南
浜
地
区
４
名
、
南
郷
地
区
６
名
の
全

22
名
が
決
定
し
ま
し
た
。 

ま
た
、農
業
委
員
会
を
円
滑
か
つ
適
正
に
運

営
す
る
た
め
設
置
さ
れ
て
い
る
運
営
協
議
会

の
委
員
に
つ
い
て
も
審
議
さ
れ
、会
長
及
び
会

長
職
務
代
理
者
の
ほ
か
、農
業
委
員
か
ら
３
名
、

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
か
ら
１
名
が
決

定
し
ま
し
た
。 

新
体
制
と
な
っ
て
初
の
総
会
開
催
と
な
っ

た
８
月
11
日
、
籠
田
会
長
は
「『
農
業
委
員
会

だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
こ
と
』
を
考
え
、『
目
に

見
え
る
活
動
』
を
積
極
的
に
展
開
し
、
地
域
農

業
の
振
興
発
展
に
努
め
て
い
き
た
い
」と
今
後

の
抱
負
を
述
べ
ま
し
た
。 

                              
会長 

籠田 悦子 

八
戸
市
農
業
委
員
会 

 

農
業
委
員 

19
名 

 

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員 

22
名 

 

別
紙
の
と
お
り 

 

農
業
委
員
会
運
営
協
議
会
委
員 

 

（
会
長
） 

 
 

 
 

籠
田 

悦
子 

 
（
会
長
職
務
代
理
者
）
馬
場 

豊 
 

（
農
業
委
員
） 

 
 

加
藤 

浩
幸 

（
農
業
委
員
） 

 
 

明
戸 

政
勝 

（
農
業
委
員
） 

 
 

谷
地 

秀
典 

 

（
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
） 

齋
藤 

正
人 

会長職務代理者 

馬場 豊 

退任委員を代表して挨拶する 

山内光興前委員 

（８月11日に行われた総会にて） 



 

(２) 
はちのへのうぎょうだより 

９ 月 号  No.535 

 
       

地
域
農
業
の
中
核
的
担
い
手
と
な
り

得
る
農
業
経
営
者
及
び
農
業
を
支
え
る

多
様
な
人
財
の
養
成
を
目
的
と
し
た
、

県
立
の
専
修
学
校
で
す
。 

 

自
ら
課
題
を
決
め
て
研
究
す
る
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
学
習
や
農
家
実
習
を
中
心
と

し
た
実
践
教
育
の
ほ
か
、
大
型
特
殊
自

動
車
や
け
ん
引
免
許
（
い
ず
れ
も
農
耕

者
限
定
）
、
家
畜
人
工
授
精
師
（
畜
産

課
程
対
象
）
、
毒
物
劇
物
取
扱
者
（
一

般
）
、
食
品
衛
生
責
任
者
（
６
次
産
業

化
コ
ー
ス
対
象
）
な
ど
多
く
の
資
格
取

得
の
機
会
を
設
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、

令
和
２
年
度
か
ら
６
次
産
業
化
コ
ー
ス

を
開
設
し
ま
し
た
。 

 

学
校
生
活
で
は
、
男
女
と
も
に
寮
を

完
備
し
て
お
り
、
通
学
も
可
能
で
す
。 

   

２
か
年 

   

畑
作
園
芸
課
程
、
果
樹
課
程
、
畜
産

課
程 

計
50
名 

 

      

(１)
授
業
料 

年
額
１
１
８
，
８
０
０
円 

(２)
寮 

費 

 
 

男
子
寮
：
月
額
４
，
５
７
０
円 

 
 

女
子
寮
：
月
額
３
，
１
６
０
円 

(３)
諸
経
費 

年
額
３
２
０
，
０
０
０
～

７
８
０
，
０
０
０
円
（
教
材
費
、
各

種
資
格
試
験
受
験
料
、
実
習
服
費
、

自
治
会
費
、
後
援
会
費
、
同
窓
会
費

の
ほ
か
、
入
寮
の
場
合
は
実
費
負
担

分
（
食
費
、
寮
光
熱
水
費
等
）
を
含

み
ま
す
。
） 

※
改
定
が
あ
っ
た
場
合
は
、
改
定
後
の 

金
額
及
び
徴
収
方
法
を
適
用
し
ま
す
。 

  

(１)
推
薦
選
考 

・
願
書
受
付 

 

令
和
２
年
９
月
30
日
（
水
）
～
10 

月
14
日
（
水
） 

・
選
考
日 

 

令
和
２
年
11
月
６
日
（
金
） 

(２)
一
般
募
集 

・
願
書
受
付 

 

令
和
２
年
11
月
４
日
（
水
）
～
11 

月
18
日
（
水
） 

・
試
験
日 

 

令
和
２
年
12
月
11
日
（
金
） 

※
定
員
に
満
た
な
い
場
合
、
二
次
募
集 

試
験
を
実
施
し
ま
す
。 

   

令
和
２
年
10
月
24
日
（
土
）
、
25 

日
（
日
）
の
「
営
大
祭
」
と
併
催
予
定 

で
す
の
で
、
興
味
の
あ
る
方
は
是
非
お 

い
で
く
だ
さ
い
。
（
申
込
不
要
） 

 

問
青
森
県
営
農
大
学
校 

教
務
研
修
課 

〒
０
３
９-

２
５
９
８ 

上
北
郡
七
戸
町
字
大
沢
48-

８ 

☎
０
１
７
６-

62-

３
１
１
２ 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

http
s:/

/
w

w
w

.pre
f.ao

m
o
ri.lg

.jp/
so

shi

ki/
 no

urin/
e
ino

dai/
to

p_pag
e
.htm

l 

フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク 

https:/
/
w

w
w

.facebook.com
/
einoudai/

 

農
家
座
談
会
で
の
質
問
に 

お
答
え
し
ま
す 

③  
    

【
回
答
】
野
焼
き
（
野
外
焼
却
）
は
法

律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
農
業
を

営
む
た
め
に
や
む
を
得
な
い
廃
棄
物
の

焼
却
（
焼
き
畑
、
畦
草
や
下
枝
の
焼
却

等
）
は
、
禁
止
の
例
外
と
さ
れ
て
い
ま

す
。 一

方
で
、
焼
却
に
よ
っ
て
発
生
す
る

大
量
の
煙
や
臭
い
が
、
近
隣
の
生
活
環

境
に
少
な
か
ら
ず
支
障
を
き
た
し
て
お

り
、
「
近
所
で
草
木
を
燃
や
し
て
け
む

た
い
」
、
「
洗
濯
物
に
臭
い
が
つ
い
て

困
る
」
、
「
体
調
の
悪
い
人
が
い
る
の

で
困
る
」
と
い
っ
た
声
が
、
毎
年
多
く

の
市
民
か
ら
寄
せ
ら
れ
ま
す
。 

例
外
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
野
焼

き
で
す
が
、
む
や
み
に
焼
却
せ
ず
、
や

む
を
得
ず
焼
却
す
る
場
合
は
、
草
木
を

よ
く
乾
か
し
、
近
隣
の
理
解
を
得
て
、

迷
惑
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う
。
ま
た
、
肥
料
袋
な
ど
の
廃
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
は
焼
却
禁
止
の
た
め
、
適
正
に

処
分
し
ま
し
ょ
う
。 

な
お
、
毎
年
野
焼
き
か
ら
火
災
が
発

生
し
て
い
ま
す
。
野
焼
き
を
す
る
際

は
、
２
日
前
ま
で
に
管
轄
消
防
署
へ
届

出
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

  【
質
問
】
農
地
で
野
焼
き
を
し
て
は

い
け
ま
せ
ん
か
？
ま
た
、
消
防
署
に

は
届
出
が
必
要
で
す
か
？ 

◆
学
校
の
特
徴 

◆
修
学
年
限 

◆
募
集
人
員
等 

◆
年
間
経
費 

◆
募
集
日
程 

◆
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス 

農家の経営と生活に役立つ 
 

全国農業新聞を 

読みましょう！ 
 

発行所  全国農業会議所 

購読料  １か月７００円 
 

毎 週 １ 回 発 行 ・ 自 宅 直 送 

お申込みは農業委員会へどうぞ！ 

（TEL 43-9164） 



 

(３) 
はちのへのうぎょうだより 

９ 月 号  No.535 

農業者の方なら広く加入できます 

年間 60 日以上農業に従事し、国民年金第１号被保険者（保険料納付免除者を 
除く。）である 20 歳以上 60 歳未満の方が加入できます。 
※農業者年金の加入には農地の権利名義は要りません。 

「積立方式・確定拠出型で少子高齢時代に強い！ 

農業者年金は、加入者の積み立てた保険料とその運用益を合わせた額（年金給付原資）により将
来受け取る年金額が決まる確定拠出型の積立方式を採用しており、保険料を支払っている方の数や
年金を受給している方の数が変化してもその影響を受けない、財政的に安定した制度です。 

■保険料月額２万円で加入した場合の受給額の試算 

加入 

年齢 

納付 

期間 

保険料 

納付総額 

年金額（年額） 想定される受給総額 

男性 女性 男性 女性 

30 歳 30 年 720 万円 50 万円 42 万円 1,071 万円 1,131 万円 

40 歳 20 年 480 万円 30 万円 25 万円 634 万円 670 万円 

50 歳 10 年 240 万円 13 万円 11 万円 283 万円 299 万円 

 

積立てる保険料は、社会保険料控除の対象となり、 
大きな節税効果があります 

積立てる保険料は、将来年金として受けられるというメリットだけでなく、 
支払った家族分の保険料も含めて社会保険料控除の対象となります。 
 保険料は、月額２万円～6 万 7 千円の間（千円単位）で自由に変更可能で、 
経営状況に応じていつでも見直せます。 

■保険料控除分の節税額（所得税・住民税）の目安 

課税対象所得 
保険料月額 2 万円 
(年額 24万円)の場合 

保険料月額 6 万 7 千円 
(年額 80万 4千円)の場合 

195 万円以下 3 万 6 千円 12 万 1 千円 

195 万円超 330 万円以下 4 万 8 千円 16 万 2 千円 

330 万円超 695 万円以下 7 万 3 千円 24 万 4 千円 

 

  豊かな老後生活のためには、国民年金だけでは十分

と言えず、老後の生活費は自分で準備する必要があり

ます。農業者の皆様も、メリットがたくさんある農業

者年金に加入して安心で豊かな老後を迎えましょう。 

問 農業委員会 43-9164 

 

～ 知って得する ～ 

65歳の日本人の平均余命は 
男性２０年（８５歳） 
女性２４年（８９歳） 

※農業者年金受給者はさらに長生き

されるデータがあります 

高齢農家世帯の家計費は 
夫婦お二人で月額約２４万円 
が必要となるデータがあります 

（総務省家計調査などより） 

国民年金の支給額は 
一人、月々約6万5千円 
（40年加入の場合） 

 
ポイント 

 
ポイント 

 
ポイント 

★翌年の確定申告で控
除したい場合は、11
月 15日（保険料前
納申込期限）までに
ＪＡ窓口へ申込みが
必要です。 

 

配偶者や 
後継者も 
加入できる 

11月初旬に 
今年の売上を 
チェックして 

 

 
ホームページで 
受給額を試算 
できます 
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の
う
ぎ
ょ
う
だ
よ
り
担
当 

古
舘 

新規の農地情報をお知らせします。詳細につい

て確認したい方は、「全国農地ナビ」をご覧いた 

だくか、農業委員会までお越しください。新規以

外の情報は折込チラシにございます。 

 農地転用・農地改良につきましては、農業委員

会や農業委員・農地利用最適化推進委員にご相談

ください。 

問 農業委員会 ☎４３-９４４８ 

 
所在地 

地目等 
面積 
(㎡) 

希望価格 
大字 小字 地番 

① 尻内町 田端前 18-2 田 
（農用地） 

991 応相談 
※貸付可 

② 市川町 北雷平 

112-81 畑 4,853 
応相談 
※貸付可 

112-110 畑 5,971 

 

 

 
■農地を買いたい・借りたい方 

提出書類 発行機関等 

①あっせん申出書 八戸市農業委員会 

②住民票 
※申出者が市外居住者の場合 居住地の市町村役場 

③農地台帳記載証明書 
（耕作証明書） 
※申出者が市外居住者の場合 

居住地の農業委員会 

 

 

■農地を売りたい・貸したい方           

提出書類 発行機関等 

①あっせん申出書 八戸市農業委員会 

②全部事項証明書（土地） 法務局（登記所） 

③公図 法務局（登記所） 

④住民票 
※申出者が市外居住者の場合 居住地の市町村役場 

 

農地情報への掲載について 
○農地情報掲載の提出書類一覧（全て１部） 

 

編
集
発
行 

令
和
２
年
９
月
号 

八
戸
市
内
丸
一
丁
目
１
番
１
号 

八
戸
市
農
業
委
員
会
（
℡
43-

９
１
６
４
） 

印
刷
部
数
４
，
１
５
０
部 

印
刷
経
費
１
部
あ
た
り
4.84
円 

編
集
後
記 

 

今
年
の
夏
は
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
テ
レ

ビ
観
戦
し
て
、
そ
の
ま
ま
ス
ポ
ー
ツ
の
秋
へ

突
入
す
る
の
だ
ろ
う
と
、
１
年
前
の
今
頃
は

思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
感
染
拡
大
で
、
全
く
予
想
も
し
な
い
状

況
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

最
近
肩
が
痛
く
て
、
四
十
肩
（
五
十
肩
？
）

で
は
な
い
の
か
と
言
わ
れ
、
で
も
腕
は
上
が

る
し
き
っ
と
運
動
不
足
な
だ
け
で
し
ょ
う
。

テ
レ
ビ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
配
信
さ
れ
て

い
る
動
画
を
見
な
が
ら
、
自
宅
で
で
き
る
ス

ト
レ
ッ
チ
や
軽
め
の
体
操
を
し
て
、
運
動
不

足
を
解
消
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。 

思
っ
て
い
る
だ
け
に
な
ら
な
い
よ
う
に
…
。 

農地法関係の申請受付日等について 
農業委員会で設定している、農地法第３・４・５

条の許可申請・届出の受付期間等をお知らせしま

す。 

 申請内容や申請書類については、事前に農業委員

会でご確認ください。 

※今年度の年間予定については、農業委員会の窓口

及び市ホームページへ掲載しています。 

問 農業委員会 ☎４３-９４４８ 

農地法許可申請 

申請月 受付期間 
許可書の交付日 

3条/4･5条 
（30a以下） 

4･5条 
（30a超） 

９月 ９/11-９/18 10/15 11/６ 

10月 10/12-10/20 11/16 12/４ 

11月 11/11-11/20 12/17 １/６ 

※他法令との調整により、変更となる場合があります。 
農地法届出 

届出月 締切日 交付日 締切日 交付日 

９月 ９/7 ９/15 ９/23 ９/30 

10月 10/５ 10/15 10/20 10/30 

11月 11/５ 11/13 11/20 11/30 

 ◎３条申請…農地を農地として使うために売ったり、

貸したりする場合 

◎４・５条申請…農地に建物を建てたり、植林する等、

農地以外として使う場合 

※農地の売買、贈与、貸借、転用については、事前に

農業委員会へご相談ください。 

 

全国の農地情報の確認にはインターネットの

「全国農地ナビ」をご利用ください。画面上の地

図から農地の所在、地番をはじめ、地目、面積、

所有者の意向などを調べることができます。 
 
全国農地ナビ http://www.alis-ac.jp/ 

 

http://www.alis-ac.jp/

